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ペルーへの渡航を予定される皆様へ 

発出⽇︓2025 年 5 月 12 ⽇  
（継続/内容の更新）  

フニン州の一部地域（ワンカヨ郡、コンセプシオン郡の一部地域及びサティポ郡）、ワ
ンカベリカ州タヤカハ郡及びチュルカンパ郡、アヤクチョ州ワンタ郡及びラ・マル郡、クスコ
州コンベンシオン郡の一部地域、コロンビアとの国境地帯（ロレト州プトゥマヨ郡） 

〔レベル 3〕 
「渡航はやめてください。（渡航中止勧告）」（継続） 

コロンビア及びブラジルとの国境地帯（ロレト州マリスカル・ラモン・カスティーヤ郡）、
アマソナス州コンドル山脈のエクアドルとの国境地帯 

〔レベル 2〕 
「不要不急の渡航はやめてください。」（継続） 

上記以外の地域（首都リマ市、カヤオ憲法特別市を含む） 〔レベル 1〕 
「十分注意してください。」（継続） 

  
【ポイント】 

●ペルーの一部山間部地域、国境地帯、ラ・リベルタ州の一部地域や一部の国道及びその両側 500 メートルの場所では、非常事態宣言が
継続されています。また、リマ市及びカヤオ憲法特別市含む一部地域では、治安対策のため断続的に非常事態宣言が発出されるなど、ペ
ルー情勢は依然として流動的であり、突然、抗議活動が活発化する可能性があります。抗議活動による道路・空港の閉鎖に加え、観光地
のマチュピチュ遺跡を往来する鉄道が運⾏を停止せざるを得ないこともあるため、現地で⽴ち往生に至る懸念があります。つきましては、これ
らの地域を訪問する場合は、最近の治安関連情報の収集に努めるなど、十分注意してください。 

●主要な観光地（リマ、クスコ、マチュピチュ、ナスカ、プーノ、イカ、アレキパ、トルヒーヨ等の中心部や周辺遺跡）では、外国人の旅⾏者を標
的とする銃器を使用した強盗、スリ・ひったくり、置き引き等の一般犯罪が頻発しています。普段から周囲への用心を怠らないよう、十分注
意してください。 

 
【概況】 
（1）2022 年の前⼤統領罷免から 2 年以上が経過したところ、ペルー各地での早期総選挙や国会閉鎖等を求める抗議活動は徐々に散

発的になり、当時ペルー全土に発出されていた非常事態宣言は解除されています。 
一方、ペルー国内の治安悪化に伴い、一部山間部地域、国境地帯、ラ・リベルタ州の一部地域や一部の国道及びその両側 500 メート
ルの場所では非常事態宣言が継続されているほか、リマ市及びカヤオ憲法特別市含む一部地域についても、非常事態宣言が断続的に
発出されるなど、ペルーの社会・治安情勢は引き続き流動的です。 
特に、リマ市を含むペルー各地においては、2024 年頃から犯罪組織が運輸業者や商店等の中小企業や学校等の機関にみかじめ料を要
求する事案が急増しています。この恐喝に応じない場合、企業や学校等が所有するバスや建物等に対して手榴弾が投げ込まれる等があ
り、通⾏人の巻き添えを含む人的被害が発生しています。 
また、リマ市を中心に殺人等の凶悪犯罪が多発しているほか、主要な観光地（リマ、クスコ、マチュピチュ、ナスカ、プーノ、イカ、アレキパ、ト
ルヒーヨ等の中心部や周辺遺跡）では、外国人の旅⾏者を狙った銃器を使用した強盗、スリ・ひったくり、置き引き等の一般犯罪が頻発し
ていますので、普段から周囲への用心を怠らないよう、十分注意してください。 

（2）かつて「センデロ・ルミノソ」（SL）等のテロ組織がペルー全土で猛威を振るい、1996 年には首都リマの在ペルー日本国⼤使公邸が左
翼テロ組織「トゥパク・アマル革命運動」（MRTA）により約 4 か月間占拠される事件が発生しました。これ以降、治安当局による掃討作
戦や治安対策が強化された結果、リマ市周辺における過激なテロ事件は⼤きく減少し、テロ組織の活動地域は次第に一部山岳地帯並
びにアプリマック、エネ及びマンタロ川渓谷（VRAEM 地域。フニン州、ワンカベリカ州、クスコ州及びアヤクチョ州の一部をなす 8 郡）を中
心とする地域に縮小しました。 
同地域及びその周辺では、現在でも頻繁に当局へのテロ攻撃や武装襲撃、村⺠に対する誘拐事件が発生しており、国軍等治安機関に
よる SL の追跡・掃討作戦が⾏われていることや、治安当局による対策が困難な地域でもあることから、どのような目的であれ渡航は止めて
ください。  

 
 

 
※外務省海外安全情報（危険情報）の詳細につきましては、 
外務省海外安全ホームページ ︓ http://www.anzen.mofa.go.jp  

                  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp（携帯版）にてご確認ください 
  または、 

外務省領事サービスセンター  電話︓（外務省代表）03-3580-3311 （内線）2902, 2903 
  外務省領事局海外邦⼈安全課（テロ・誘拐関連を除く） 電話︓（代表）03-3580-3311（内線）2306 

外務省領事局邦⼈テロ対策室（テロ・誘拐関連） 電話︓（代表）03-3580-3311（内線）3047  
までお問い合わせください。 

 
 
弊社では海外安全情報が発出された場合、原則として〔レベル１〕「十分注意して下さい」までの地域、国についてツアーを実施しており、ツアー実施に 
あたりましては、現地情報を十分把握し、安全で円滑な⽇程となる様配慮して運⾏管理を⾏っております。 

  

 

 

 


